
定  款

(2019年 5月 18日 )

特 定 非 営 利 活 動 法 人 東 京 都 日 本 中 国 友 好 協 会



第 1章  総則

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人東京都 日本中国友好協会 (略称 NPO法 人東京都 日

中友好協会)と い う。

(事務所 )

第2条  この法人は、事務所を東京都文京区に置く。

(目 的)

第3条   この法人は、公益社団法人 日本中国友好協会に加盟 し、日中共同声明と日中平和友好条

約の掲げる精神及び原則、並びに東京都―北京市友好都市提携の趣旨に基づき、首都東

京において思想・信条・政党政派のいかんにかかわらず、日中両国国民の相互理解 と友

好を増進 し、日中両国及びアジアと世界の平和確立に貢献することを目的とする。

(特定非営利活動の種類)

第4条  この法人は、次の種類の特定非営利活動を行 う。

国際協力の活動

(事業の種類 )

第5条  この法人は、第 3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行 う。

(1)東京都―北京市友好都市提携の発展に関すること。

(2)中国事情と文化の研究及び紹介に関すること。

(3)日 本事情と文化の中国への紹介に関すること。

(4)機関紙 (日 本 と中国)の発行など、広報活動に関すること。

(5)政治、経済、文化、教育、スポーツなど各分野にわたる交流の促進に関すること。

(6)中国事情及び歴史、文化などについて理解を深めるための、会員の中国訪問への

協力に関すること。

(7)日 本事情に関する理解を深めるための、中国からの訪 日団受け入れに関すること。

(8)中国語普及に関すること。

(9)在 日華僑並びに中国人留学生との交流に関すること。

(10)中国帰国者支援に関すること。

2 この法人は、次のその他の事業を行 う。

コンサー ト

寄付された物品、日中記念グッズの販売事業、ホームページヘの広告掲載事業

3 前項に掲げる事業は、第 1項に掲げる事業に支障がない限 り行 うものとし、その収益

は、第 1項に掲げる事業に当てるものとする。

第2章  会員

(種別 )

第6条 この法人の会員は、次の 2種 とし、正会員をもって特定非営利活動促進法 (以下 「法」

という)上の社員 とする。

(1)正会員 この法人の目的に賛同して直接またはこの法人と連携する地域の日中

友好協会を通 して入会 した個人、並びに法人。
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(2)賛助会員 この法人の目的に賛同 して入会 した、この法人を賛助する個人。

(入会 )

第7条 正会員の入会について、特に条件は定めない。

2 正会員として入会 しようとするものは、別に定める入会申込書により、直接または本

会に連携する地域の日中友好協会を通 して会長に申し込むものとする。

3 会長は、前項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限 り、入会を認めなければ

ならない。

4 会長は、第 2項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付 した書面をもっ

て本人にその旨を通知 しなければならない。

5 賛助会員の入会は、別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとし、第 1

項、第 3項、第 4項に掲げる正会員に関する規定に準 じるものとする。

6 正会員は、この法人の目的を達成するため、機関紙を購読することに努めること。

(入会金及び会費)

第8条  正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入 しなければならない。

2 賛助会員は、前項の規定に準じるものとする。

(会員の資格の喪失)

第9条  正会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、もしくは失そ う宣言を受けたとき、または法人が消滅 したとき。

(3)継続 して 1年以上会費を滞納 したとき。

(4)除名 されたとき。

2 賛助会員は、前 1項の規定に準 じるものとする。

(退会 )

第 10条 正会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

2 賛助会員は、前項の規定に準 じるものとする。

(除名 )

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することがで

きる。

(1)こ の定款に違反 したとき。

(2)こ の法人の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名 しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機

会を与えなければならない。

第3章  役員

(種別及び定数 )

第 12条 この法人に次の役員 を置 く。

(1)理事 40人以上 80人以内

(2)監事 2人

(役職者及び定数 )

，
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第 13条

(選任等 )

第 14条

(職務)

第 15条

(任期等 )

第 16条

この法人に次の役職者を置く。

会  長    1名
常務副会長  若千名

副会長    若千名

理事長     1名
副理事長   若千名

常務理事   若干名

理事及び監事は、総会において正会員の中から選任する。

2 第 13条に掲げる役職者は、理事の互選とする。

3 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者もしくは三親等以内の規族

が一人を超えて含まれ、または当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の規族が

役員の総数の 3分の 1を超えて含まれることになってはならない。

4 法第 20条各号のいずれかに該当するものは、この法人の役員になることができない。

5 監事は、理事またはこの法人の職員を兼ねてはならない。

6 理事を増員する場合は、理事会の議決事項として正会員の中から選任する。但 し、

直近の総会において承認を得るものとする。

会長は、この法人を代表 し、その業務を総理する。

2 常務副会長は会長を補佐 し、会長に支障があるとき、または会長が欠けたときは、

会長があらか じめ指名 した順によって、その職務を代行する。

3 副会長は会長を補佐する。

4 理事長は、会長及び副会長を補佐 し、この法人の業務の執行を主宰する。

5 副理事長は、理事長を補佐 し、理事長に支障があるときは、その職務を代行する。

6 理事は、理事会を構成 し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の

業務を執行する。

7 常務理事は、理事の業務の執行を円滑に行 うため、理事会の付託に基づき日常の業

務を執行する。

8 監事は、次に掲げる職務を行 う。

(1)理事の業務執行の状況を監査すること。

(2)こ の法人の財産の状況を監査すること。

(3)理事の業務執行の状況またはこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、

または、理事会の招集を請求すること。

(4)第 1号及び第 2号の規定による監査の結果、この法人の業務または財産に関 して

不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実があることを発見した

場合には、これを理事会あるいは総会または所轄庁に報告すること。

(5)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

役員の任期は、2年 とす る。ただ し、再任 を妨げない。

2 補欠のため、または増員により就任 した役員の任期は、それぞれの前任者 または現任
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者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任または任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行

わなければならない。

(欠員補充)

第 17条 理事のうち、その定数の 3分の 1を越えるものが欠けたときは、遅滞なくこれを補充し

なければならない。

監事の うち、1人が欠けたときは、遅滞なくこれを補充 しなければならない。

(解任)

第 18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することがで

きる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会

を与えなければならない。

(報酬等 )

第 19条 この法人の役員は、報酬を受けることができないものとする。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

〈顧問)

第 20条  この法人に、顧間若千名を置く。

2 顧間は、総会の推薦により、会長が委嘱する。

3 顧間は、会長の諮問に応 じるとともに理事会に出席 して意見を述べることができる。

4 顧間の任期は、第 16条第 1項に掲げる役員の任期に準 じるものとする。

(名 誉会長、名誉顧問)

第 21条  この法人に、名誉会長、名誉顧間を置くことができる。

2 名誉会長、名誉顧間の委嘱については、第 20条第 2項の規定に準 じるものとする。

3 名誉会長、名誉顧間の任期は、第 16条第 1項に掲げる役員の任期に準じるものとする。

(参与)

第 22条 この法人に、参与若干名を置く。

2 参与は、理事会の推薦により、会長が委嘱する。

3 参与は、その専門分野における知識 と経験を生かして、この法人の業務の執行に寄与

する。

4 参与は、理事会に出席 し、意見を述べることができる。

5 参与の任期は、第 16条第 1項に掲げる役員の任期に準じるものとする。

第4章  会議

(種別)

第 23条 この法人の会議は、総会、理事会、常務理事会及び常務執行会議の 4種 とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

９
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(総会の構成 )



第 24条 総会は、正会員をもって構成する。

(総会の権能)

第 25条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業計画及び予算並びにその変更

(4)事業報告及び決算

(5)役員の選任または解任、職務

(6)入会金及び会費の額

(7)借入金 (そ の事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第 60条に

おいて同じ)その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(8)資産の管理の方法

(9)解散における残余財産の帰属

(10)事務局の組織及び運営

(11)そ のほか運営に関する重要事項

(総会の開催 )

第 26条 通常総会は、毎年 1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)正会員総数の 3分の 1以上から、会議の目的を記載 した書面により招集の請求が

あったとき。

(3)監事が、第 15条第 8項第 5号の規定に基づいて招集するとき。

(総会の招集 )

第 27条 総会は、前条第 2項第 3号の場合を除いて会長が招集する。

2 会長は、前条第 2項第 1号及び第 2号の規定による請求があったときは、その日か

ら30日 以内に臨時総会を招集 しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書面又は

電磁的方法により、開催の 日の少なくとも 10日 前までに通知 しなければならない。

(総会の議長 )

第 28条 総会の議長は、その総会に出席 した正会員の中から選出する。

(総会の定足数 )

第 29条 総会は、正会員総数の 10分の 1以上の出席がなければ、開会することができない。

(総会の議決 )

第 30条 総会における議決事項は、第 27条第 3項の規定によってあらか じめ通知した事項とす

る。

2 あらかじめ通知 しない事項についても、出席 した正会員の 2分の 1以上から発議が

あれば、その事項について審議 し、議決することができる。

3 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席 した正会員の過半数をもって決

し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(総会での表決権等)
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第 31条 各正会員の表決権は平等なものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に

ついて、書面若 しくは電磁的方法をもって表決 し、または他の正会員を代理人として

表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決 した正会員は、前 2条の規定の適用については出席 したものと

みなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

(総会の議事録 )

第 32条 総会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時及び場所

(2)正会員総数及び出席者数 (書面若 しくは電磁的方法による表決者または表決委任

者がある場合にあつては、その数を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及び総会において選任 された議事録署名人 2名 が、記名押印または

署名 しなければならない。

(理事会の構成 )

第 33条 理事会は、理事をもって構成する。

(理事会の権能 )

第 34条 理事会は、この定款に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決 した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要 しない業務の執行に関する事項

(理事会の開催 )

第 35条 理事会は、毎年 2回開催するほか、次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の 3分の 1以上から、理事会の目的である事項を記載 した書面により招

集の請求があったとき。

(3)監事から、第 15条第 8項第 3号の規定に基づいて招集の請求があったとき。

(理事会の招集 )

第 36条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第 2号及び第 3号の場合にはその日から30日 以内に理事会を招集 しな

ければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載 した書面又

は電磁的方法により、開催の日の少なくとも 10日 前までに通知 しなければならない。

(理事会の議長 )

第 37条 理事会の議長は、その理事会に出席 した理事の中から選出する。

(理事会の議決)
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第 38条 理事会における議決事項は、第 36条第 3項の規定によってあらかじめ通知 した事項と

する。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決 し、可否同数のときは、議長の決す

るところによる。

(理事会の表決権等)

第 39条 各理事の表決権は、平等なものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に

ついて書面又は電磁的方法をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決 した理事は、第 38条及び次条第 1項の適用については、理事

会に出席 したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ

とができない。

(理事会の議事録 )

第 40条 理事会の議事については、次の事項を記載 した議事録を作成 しなければならない。

(1)日 時及び場所

(2)理事総数、出席者及び出席者氏名 〈書面表決者にあっては、書面若 しくは、電磁

的方法によるその旨を付記すること)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

(5)議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人 2人以上が記名、押

印または署名 しなければならない。

(常務理事会の構成 )

第 41条 常務理事会は、第 13条に掲げる役職者をもって構成する。

(常務理事会の権能)

第 42条 常務理事会は、理事会の付託に基づき、理事会に代わってこの法人の業務の執行に関し

て審議し、業務を遅滞なく執行する。

2 常務理事会のもとに、必要に応 じて専門委員会、部会を設けることができる。

(常務理事会の開催、招集 )

第 43条 常務理事会は、業務執行の必要に応 じて適時、開催する。

2 常務理事会は、理事長が、会長と協議のうえ招集する。

3 常務理事会を招集するときは、会議の日時、場所、審議事項を記載 した書面又は電

磁的方法により、開催の少なくとも 10日 前までに通知 しなければならない。

(常務理事会の議長)

第 44条 常務理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

(常務理事会の審議等)

第 45条 常務理事会の審議事項及び執行した業務に関しては、理事会の承認を得なければならな
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(常務執行会議の構成 )

第 46条 常務執行会議は、第 13条に掲げる役職者の うち、会長、常務副会長、理事長、副理事

長をもって構成する。

(常務執行会議の権能 )

第 47条 常務執行会議は、常務理事会の付託に基づき、この法人の業務の執行に関して審議する。

(常務執行会議の開催、招集 )

第 48条 常務執行会議は、業務執行の必要に応 じて、適時開催する。

2 常務執行会議は、理事長が、会長と協議の うえ招集する。

3 常務執行会議を招集するときは、開催の少なくとも 10日 前までに通知 しなければな

らない。

(常務執行会議の議長 )

第 49条 常務執行会議の議長は、理事長がこれにあたる。

第5章  資産

(構成 )

第 50条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産日録に記載 された資産

(2)入会金及び会費

(3)寄付金品

(4)財産から生 じる収益

(5)事業に伴 う収益

(6)そ の他の収益

(区分)

第 51条 この法人の資産は、これを分けて特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に

関する資産の 2種 とする。

(管理 )

第 52条  この法人の資産は、会長が管理 し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第 6章  会計

(会計の原則 )

第 53条 この法人の経費は、資産をもって支弁する。

2

(会計区分 )

第 54条

この法人の会計は、法第 27条各号に掲げる原則に従って行わなければな らない。

この法人の会計は次のとおり区分する。

(1)特定非営利活動に係る事業会計

(2)収益事業会計

(事業年度)

第 55条  この法人の事業年度は、毎年 4月 1日 に始まり、翌年 3月 31日 に終わる。

(事業計画及び予算)

第 56条 この法人の事業計画に伴 う予算は、毎事業年度ごとに理事長が作成 し、総会の議決を経

なければならない。

０
●



(暫定予算 )

第 57条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立 しないときは、理事長は

理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準 じ収益費用を講 じるこ

とができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立 した予算の収益費用 とみなす。

(予算の追加及び更正 )

第 58条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加ま

たは更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第 59条  この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産 目録等決算に関する書類は、

毎事業年度終了後、速やかに理事長が作成 し、監事の監査を受け、総会の議決を経な

ければならない。

2 決算上剰余金を生 じたときは、次事業年度に繰 り越すものとする。

(臨機の措置)

第 60条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借 り入れそのほか新たな義務の負担をし、ま

たは権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第 7章  定款 の変更、解 散及 び合併

(定款の変更)

第 61条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席 した正会員の 2分の 1以上の多

数による議決を経、かつ、法第 25条第 3項に規定する事項については、所轄庁の認証

を得なければならない。

2 この法人の定款を変更 (前項の規定により所轄庁の認証を得なければならない事項を

除く。)し たときは、所轄庁に届けなければならない。

(解散)

第 62条  この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)目 的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3)正会員の欠亡

(4)合併

(5)破産手続開始の決定

(6)所轄庁による設立の承認の取 り消し

2 前項第 1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の 4分の 3以上の承

諾を得なければならない。

3 第 1項第 2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(清算人の選任)

第 63条 この法人が解散 したときは、理事が清算人となる。ただし、合併の場合による解散を除

く。

(残余財産の帰属)

第 64条  この法人が解散 (合併または破産手続開始の決定による解散を除く。)したときに残存

9



する財産は、法第 11条第 3項に掲げるもののうち、総会において議決したものに譲

渡するものとする。

(合併 )

第 65条 この法人が合併 しようとするときは、総会において正会員総数の 4分の 3以上の議決を

経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第 8章  公告 の方法

(公告の方法 )

第 66条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載 して行 う。

ただし、法第 28条の 2第 1項に規定する貸借対照表については、この法人のホーム

ページにおいて行 う。

第 9章  事務 局

(事務局の設置)

第 67条  この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

3 事務局長及び職員には給与を支給する。

(職員の任免 )

第 68条 事務局長及び職員の任免は、会長が行 う。

(組織及び運営)

第 69条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第 10章  雑則

(細則)

第 70条  この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。

附  則

1

2

ｎ
Ｏ

′
４

”
０

´
０

この定款は、この法人の成立の日から施行する。(2000年 4月 10日 成立)

この法人の設立当初の役員及び役職者は、第 15条第 1項及び第 2項の規定にかかわらず、

別表のとおりとする。

この法人の設立当初の役員及び役職者の任期は、第 17条第 1項の規定にかかわらず、この

法人の成立の日から成立後最初の総会までとする。

この法人の設立当初の事業年度は、第 52条の規定にかかわらず、成立の日から始まり、成

立後最初の 3月 31日 に終わる。

この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第 53条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによる。

この法人の設立当初の入会金及び会費は、第 8条の規定にかかわらず、別表のとお りとする。

(別表)
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設立当初の役員及び役職者名簿

〈
ム 貫洞 哲夫 事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

長

　

長

長

長

長

長

長

長

長

長

〈
西
〈
〓
△
バ
〈
ム
△
ム
〈
ム
〈
ム
△
ム
△
ム

上山 英介

木村 茂

西園寺 一晃

坂部 二次郎

清水 正夫

杉本  寛

村岡 久平

平野 忠嘉

古島 琴子

有座

石内

片岡

小山

酒井

坂田

牧田

松井

丸山

山海

健
単■
´こ

誠

和子

安夫

幸雄

隆司

保

阿部 裕

池田

石 田

市川

岡嶋

片岡

金久保

全丸

河内

木下

木村

小林

佐伯

重田

関口

高野

滝 口

田中

中野

中村

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

比留間

廣瀬

石原

坂梨

三宅

邦助

達志

清助

昌弘

進

加藤 秀治郎

笹本 直衛

須田 ウメ

松原 忠義

大和久 常雄

山田 :五郎

石井 恵子

内田 卓志

佐野 恒郎

斉藤 和弘

永島 陸郎

野口 廣

矢島 良彰

出口 治三

河野 章

吉川 信一

森谷 清

石井 節

石川 英子

伊藤 豊子

町田 文子

黒沼 茂治

高橋 玉樹

水島 豊

森山 光伸

大村 作蔵

北島 一巳

鈴木 美緒

関口 要蔵

吉田 綱雄

竹内 隆治

芭木 智治

浜口 猛比古

村山 保太郎

川添 黎

三好

尾崎

敏

隆信

秋元 政江

中山 美智子

鈴木 光子

風間 幹雄

佐藤 進

慶林坊 誠

中沢 信平

小澤 恒夫

鈴木 宏

山村 文子

荒井 金雄

矢崎 久雄

冨|」

冨l」

冨11

冨ll

冨ll

冨II

冨Il

冨Il

冨」

事

事

監

監

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

事

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理

理事長  古川 万太郎

副理事長

副理事長

副理事長

副理事長

副理事長

副理事長

副理事長

副理事長

副理事長

副理事長

r子
伽L

展行

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

常務理事

九

郎
　
　
　
子

子

三

三

治

正

綾

尋

一

穫

昌

喜

昭

公

　

千

栄

事

事

理

理

一
雄

起

勇

忠

資

修

勇

政明

誠次

雅昭

利昭
士 ‐
ロ イヘ

美恵子
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(別表)

附  則

附  則

附  則

附  則

附 則

附  則

附  則

入 会 金 及 び 会 費 一 覧 表

この定款は、 2000年 7月 8日 から施|イテする。

この定款は、 2009年 12月 9日 か ら施 :行す る。

この定款は、 2011年 11月 18日 か ら施行する。

この定款は、 2015年 12月 24日 か ら施行す る。

この定款は、 2018年 6月 2日 から施行する。

この定款 は、 2018年 10月 2日 か ら施 :行す る。

この定款は、 2019年 5月 18日 から施行する。

入会金 △
コミ 費

正 会 員
個人 1, 000円 (年額) 9, 000F:]

法人 10, 000円 (年額 1日 )  50,000円

賛助会員
個人 5,000円 (年額) 20, 000F:]

団体 5, 000円 (月 額) 3, 000F:]

12



(規則細則、その 4)

認定NPO法△東京五日本中国友好校協会事童局職旦給与規定

第 1章 総 則

(目 的)

第 1条 この規定は、事務局職員就業規則第33条の規定に基づき、職員の給

与に関する事項を規定する。

(適用範囲)

第 2条  この規定は、職員就業規則第 3条に定める職員に適用する。

2 嘱託、その他臨時に採用された者の給与に関する事項は、別に定める。

(給与の体系)

第 3条 給与の体系は、次のとおりとする。

年齢給

― 基本給

能資格給

給与」 一定例給与

一 諸手当

役付手当

家族手当

通勤手当

_割増給 な し

第 2章 給 与

(計算期間)

第 4条 給与は、前月 16日 を起算 日、当月 15日 を締切 日とする 1か月間 (以

下 「月度」とい う)について計算する。

(給与の支払 日および支払方法)

第 5条 給与の支払 日は、毎月 20と する。但 し、当日が休 日にあたるときは

その前 日に繰 り上げる。

2 給与は、全額通貨をもって支払 う。

(給与の控除)

第 6条 次に掲げるものは、給与支払の際控除する。

(1)給与所得税



(2)地方税

(3)健康保険料

(4)厚生年金保険料

(5)雇用保険料

(6)そ の他法令で定めるもの

(日 割 り計算)

第 7条 給与締切期間の中途において採用または退職した者の給与は、下記の

日割り計算式によって算出した日割 り計算額により支払う。

月 額 給 与

日割り計算の額=
その月度の所定勤務日数

(10円未満の端数計算)

第 8条 給与計算上 10円未満の端数を生じた場合は、これを10円 に切り上

げる。

(非常時払い)

第 9条 職員が、次の各号の一に該当し、その請求があった場合は、第 4条及

び第 5条の規定にかかわらず、既往の勤務に対する給与をその都度支

払う。

(1)本人が死亡したとき

(2)本人が退職し、または解雇されたとき

(3)本人または妻の出産のための費用を要するとき

(4)本人または家族の結婚、葬儀、天災その他の災厄もしくは負傷疾病の

ための費用を要するとき

(5)本人または家族がやむを得ない事由により1週間以上帰郷するとき

(6)そ の他協会事務局がやむを得ないと認めたとき

(給与を支給しない場合)

第 10条 職員が、次の各号の一に該当する場合は、その休業した期間または

時間に対する給与を支給しない。

(1)勤務規定第 15条の入場禁上、または退場命令に伴う不就業

(2)勤務規定第 36条の出勤停止に伴う不就業

(3)協会事務局の指示に基づかない就業または不就業

(年次有給休暇の取扱い)

第 11条 勤務規定第 19条に定める年次有給休暇については、基本給計算上、

所定就業時間就業したものとして取り扱う。

(役付手当)

第 12条 職員の職務上の地位と責任に応じて、管理職者および同等待遇者に



月当たり次の役付手当を支給する。

事務局長   20, 000円
事務局次長  10, 000円
事務局主任   5, 000円

(欠勤などの場合の取り扱い)

第 13条 前条に定める役付手当は、職員がその月度の全所定就業日を欠勤し

た場合は支給しない。

(月 の途中における昇格、就任など)

第 14条 月の途中で、職務上の上位の地位に就任した場合は、役付手当は、

原則として新しく適用される役付手当を支給する。

(昇給)

第 15条 昇給は、基本給について行 うものとする。

2 昇給は、定期昇給とし、協会の業績および各人の人物、技能、勤務

成績などにより基準額につき、考課の上決定する。

3 定期昇給は、所定の経過期間を超えた者について毎年 1回 4月 度の

給与をもって行 う。

4 次の各号の一に該当する者については、当該期に限り昇給を行わな

いことがある。

(1)休業または採用後の就業日数が所定の期日に満たない者

(2)著 しく技能が低い者または著しく勤務成績もしくは素行が低い者

(3)懲戒処分を受けた者

(家族手当)

第 16条 職員が、次の各号に掲げる同居の家族を扶養しているときは、家族

手当を支給する。

(1)配偶者

(2)満 18歳未満の子

(3)満 60歳以上の父母および祖父母

(4)障害者

(家族手当の額および支払い)

第 17条 家族手当の額は、月額次のとおりとする。

(1)配偶者           10, 000円
(2)配偶者以外の者 1人につき   5, 000円
2 前項の家族手当は、その月度の 19日 現在の扶養家族につき支払う

ものとし、その月度の全就業日を欠勤した場合はこれを支給しない。

(扶養家族の届け出)

第 18条 扶養家族に異動を生じた場合は、所定の書式に異動の事実を証明す



る書類を添付し、 2週間以内に届け出なければならない。前項の届

け出を怠った場合は、増額の部分については過払い分を返還しなけ

ればならない。

(通勤手当の支給基準)

第 19条 公共交通機関及び自転車、バイクを利用して通勤する者については、

通勤手当を支給する。但し、片道の距離が2km未満の場合には支

給しない。

(通勤手当の支給額)

第20条 支給額は、次のとおりとする。

公共交通機関利用の着合は、非課税限度内での実費、但し、交通機

関については 1か月の定期代をもって計算の基礎とし、最低料金の

ものを適用することを原則とする。

バイク利用の場合   月額4, 000円
自転車利用の場合   月額 2, 000円

2 前項の通勤手当は、その月度の全就業日を欠勤した場合は、これを

支給しない。

第 3章 賞 与

(賞与の区分)

第21条 賞与を分けて、夏季賞与と冬季賞与とし、夏季賞与については前年

11月 20日 から支給日まで、冬季賞与については 5月 20日 から

支給日まで在籍する職員にこれを支給する。

(賞与の算定基礎期間および支給日)

第 22条 夏季賞与の算定基礎期間は、前年の 11月 20日 から毎年の 5月 1

9日 まで、冬季賞与の算定基礎期間は、当年の 5月 20日 から11
月 20日 までとする。夏期賞与は 7月 に、冬季賞与は 12月 に支給

する。

第23条 賞与は夏季、冬季とも基本給の 2か月分を限度とし、算定基礎期間

における協会の業績と算定基礎期間中における各職員の勤続、勤怠、

勤務成績などを勘案して査定する。但し、協会の業績が極めて悪く

支払い能力がない場合には、支給しないことがある。賞与算定時お

ける出勤率の算定に当たっては、勤務規定第20条の特別休暇のう

ち結婚休暇、服喪休暇、配偶者出産の場合の休暇および生理休暇、

業務上の傷病による休業日については出勤扱いとし、休業日数に含

めない。

付則

1.こ の規定は、2012年 6月 21日 から実施する。
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書式第 17号 (法第 55条関係)

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載 した書類

法人名 特定非営利活動法人東京都 日本中国友好協会 事 業 年 度
令和 3年 4月 1日 ～令和 4年 3

月 31日

資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

′■
=1日

■
ノヽ 先 金    額

ナ シ 円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

1.受 取り会費 (入会金 56,000円 ,正会員費 3,542,404円

個人特別会費 230,000円 ,法人特別会費 536,000円

活動賛助金 5,576,000円

2.受取寄附金

3.受取助成金

4.事業収入 (友好都市提携 13,000、 広報活動 580,000、 文化等交

流事業 59,000、 中国語普及事業 789,000、 その他 86,071)

5.そ の他収益 (機関紙還付金 177,900、 本部会費還付 25,000、

雑収入 117,189)

9, 940, 404円

697, 000円

954,458円

1,527,071円

320, 089円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 13,439, 022円

ナ シ

(3)そ の他

1



※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動
促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。

取 引の 内容 に関す る事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引
及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付 した場合におけるそれぞれ
第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

2

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

5,000,000円 活動賛助金

100,000円

59,000円

50,000円

30,000 FI]

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

1,316,920円 事務所家賃、保証費

720,000円 本部機関紙購入等

343,295円 新聞等発送料

270,710円 新聞東京版製作費

"村

155,520円 コピー機 リース代

取引先の氏名等
法人 との

関  係
譲 渡 資 産 の 内 容

譲  渡

年 月 日
譲 渡 価 格 そ の 他 の 取 引 条 件 等

ナ シ 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円



ロ 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
貸 付 資産 の 内容

貸

年 月

付

日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

ナ シ 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取 引 先 の 氏 名 等
法人 との

関  係
役務の提供の内容

役 務 の提

供 年 月 日
対 価 の 額 そ の 他 の 取 引 条 件 等

新聞東京版製

作・印昴」
R3.12.25 270,710円 請求書による

封筒印刷
R3.5.6

R3.11.29
34,540円

円

円

円

円

円

円

円

円



3

氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

ナ シ 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄附金の額及び受領年月日]



4 役員等に対する報酬又は給与の状況 [⑤イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)、 ロ
与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額]

給

役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれらの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれ
らの者と特殊の関係にある者 〈注1)(以

下 「役員等」という。)に対する報酬又は給与の支給について
記載 してください。

(注 1)「役員、社員、職員若 しくは寄附者若 しくはこれ らの者の配偶者若 しくは三親等以内の親族又はこれらの者と
特殊の関係にある者」とは次の者が該当します。

① 役員、社員、職員若しくは寄附者若しくはこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族
② ①の者と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

③ ①の者の使用人及び使用人以外の者で「役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しく
は三親等以内の親族」から受ける金銭その他の財産によって生計を維持している者

④ ②又は③に掲げる者の配偶者者しくは三親等以内の親族でこれらの者と生計を一にしている者

イ 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (口 を除く。)

氏 名 職 名
法人 との関係

(注 2)
報酬・給与の

区    分
支 給 期 間 等 支 給 金 額

ナ シ

(注 2)注 1の①～④の内容を具体的に記述します。

ロ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額

集 計 期 間 令和 3年 4月 1日 令和 4年 3月 31日

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

2人 5,901,898円



5 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

支 出 先 の 名 称 等 住 所 等 支 出 年 月 日 支 出 金 額 寄 附 の 目 的 等

ナ シ
円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

〈
ロ 計 円

6 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに
その実施 日]

実  施  日 使 途 金   額

ナ シ 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

|



書式第7号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 3表 ) (初葉)

法人名 特定非営利活動法人 東京都日本中国友好協会 チェック欄

′
′

3運営組織及び経理に関して次に掲げる基準に適合していること
イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること

ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記
録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること

二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

イ

項  目

区  分

役員数

最 も人数が多

い「寿助実等」の

グループの人

数

割 合

(②÷③

最も人数が多い「特定の法

人の役員又は使用人であ

る者及びこれらの者の親

族等」のグループの人数

割 合

(④■③

① ② ③ ④ ⑤

③
令和 3年 4月 1日 ～令和4年 3

月 31日 52人 0人 0% 4人 76%

⑮ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 % 人 %

申 請 時
人 人 % 人 %

(注 1)

(注 2)

各欄の人数等は、第3表付表 1「役員の状況」から転記してください。

③及嵌〕こついては、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

各社員の表決権が平等である ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

(注意ヨヽ D
・ 認定基準等チェック表 (第 3表)|よ 法第

“

条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載及び添

付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、

添付を省略することができます。

上記を証する書類の名称とその内容等



ハ

O腋当する項目をOで囲み、監査証明書又は第3表付表 2『帳簿組饉り状況」 してください。

項
口
Ｈ ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

は い はい

いいえ

|まい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存
を青色申告法人に準じて行つている いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

|まい

いいえ

はい

いいえ

項
日

】 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有(饗∋有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

第3表 (次葉)

(注意|:瓢Q
認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第関条第 1項に基づく書類 (役員細酬規程等提出書類)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

「認定基準等チェック表」(第 3表)記載要領

記載要領の補足

○ 二において、「費途が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出した金額のうち、その費途を確認することができないも

のをいい、法人が名目に関わらず支出した金銭でその費途が明らかでないものが、これに当たります。 なお、意図的にその支出先を

明らかにしない支出がある場合も、当然に「費途が明らかでないもの」があることになり、認定を受けることはできません。

項 目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の「⑥～①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

ば、「定款 (又は会員ID第○条に『各正会員の表決権は、平

等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

.,\o+jffi 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期間

(「〇」から「①」)を示したものです。

① 「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の [は墜」_

二_IQL上圭盪全二l菫監査置盟豊空添

付してく_ださn_
② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び脹簿書類の保存を青色申告法人に準

じて行つている」の 「はい」に「o」

した場合には、第 3表付表2帳 簿組

織の塾退上を記菫上丞生してくださ上ヒ
二の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「③」から「①」については、イに記載する各期間

(「③」から「①」)を示したものです。



書式第8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 ④ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

役  員  数 52人 人 人 人 人 1
ノヽ 人

0人 人 人 人 人 人 人

4人 人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏   名 住   所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時
就任・退任

年月 日

宇都宮徳一郎

尾崎隆信

中野修

松原忠義

理 事

理 事

理事

理事

○

○

○

○

H22. 6. 26 -fr|+

Hr2. 4. r0 -fl.IL

Ht2. 4. to -tfiIt

H21.6.27就 任

花川興惣太

奥真理子

三宅進

永 田哲二

丸山隆司

理事

理 事

理事

理事

理事

○

○

○

○

○

H21.6.27就 任

H18.6.24就 任

H12.4.10就 任

R3.6.28退 任

Hr9.6.23 -*IA

H12.4.10就任

呉東富

海老澤ひ さゑ

金久保綾子

斎藤成

理 事

理 事

理 事

理 事

○

○

○

○

H15.6.21就 任

H21.6.27就 任

R3.6.28退 任

H12.4.10就 任

R3.6.28退任

H25.6.22 -*1{

杉本孝一郎

理 事 ○

H19.6.23就 任

須山加代子

理 事 ○

Hrs. 6. 2l ff{I

(1)最も人数が多い「親族等」のグルー

プの人数

(2)最も人数が多い「特定の法人の役員

又は使用人である者並びにこれ らの

者の親族等」のグループの人数



前田久男
H15.6.21就任

理 事 ○

森山光伸 理 事

○
H12.4.10就 任

R3.6.28:退 任

荒井和子

理 事 ○

H15.6.21就任

内田卓志

理事 ○

H12.4.10就 任

橋本准子

理 事 ○

H13.6.23就 任

須藤誠

理事 ○

H21.6.27就 任

町田文子

理事 ○

Htz. 4. r0 -#.8

中村瑞子 理事
○

H17.6.23就 任

R3.6.28退任

渡邊 洋 理 事
○

H21.6.27就 任

R3.6.28退 任

渡辺康生

理 事 ○

H17.6.23就任

R3.6.28逆 y壬

秋澤文芳 理事

○

H25. 6. 22 -*.tr

杉山政利 理 事
○

H25. 6. 22 -*.tr

理事 ○

H25.6.22就 任

R3.6.28退 任

木下伸子

田邊恵三

監 事 ○

H25.6.22 -r*It

H27 .6.28 -f*I+.成澤廣修

理 事
○

理 事 〇

H27 .6.28'ttt+.青木英二

ニノ宮啓吉 監事

○

H29. 6. zB -FhlL.

H27 .6.28 -*tr平井靖人 理事
○

佐藤勝 理事
○

H27.6.28就 任

H27.6.28就 任廣瀬達志 理事
○

H27 .6.28'FfrE.渡辺貴美子 理 事
○

松井啓海 理 事
○

H21 . 6. 28 #.ll

理 事
○

H27.6.28就 任

R3.6.28退 任

高野慶市

H27.6.28就 任伊藤洋平 理事

○



中村佑 理事
○

H27.6.28就 任

R3.6.28退 任

柴田好夫 理事
○

H29.6.28就 任

R3.9.25退 任

戸村啓子 理事
○

H27.6.28就 任

栗山員之 理 事

○

H29.6.28就 任

R3.6.28i量イ:E

田島憲二 理事
○

H2e.6.28ffi(1

伊藤育夫 理 事
○

H29. 6.28 -FhIt

永野 剛 理 事
○

H29. 6. 28 -rhlt

H29.6.28就任

R3.6.28退 任

符 文卿 理 事
○

理 事
○

H29.6.28就 任岡田邦男

Rl.6.28就 任東村邦浩 理 事

○

○

R1. 6. 28 #E長谷川神太郎 理事

Rl.6.28就 任理 事
○

林 明

○

RI.6.28 ffi{I鎌滝 学 理 事

R1. 6. 28 #ff理 事
○

榎戸 薫

Rl.6.28就 任理事
○

川田 大介

Rl.6.28就 任干 子豪 理 事
○

Rl.6.28就 任

R3.6.28退 任

理 事
○

福 田圭子

Rl.6.28就 任小山三喜雄 理 事
○

Rl.6.28就 任

R3.6.28退 任

理 事
○

谷川孝司

Rl.6.28就 任

R.3.6.28退 任

理 事
○

山川 弘

Rl.6.28就任

R3.6.28退 任○
丸井 敏子 理事

○

Rl.6.28就 任理 事金杉 尚明



佐藤一雄 理事 Rl. 6. 28 #it

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

○

青木理枝 理 事
○

Rl.6.28就 任

R3.6.28退 任

Rl.6.281就 任

R3.6.28退 任

R2.6.28 -#.la

R2.6.281就 任

R3.6.28就 任

R3.6.28就 任

R3.6.28就 任

R3.6.28就 任

R.3.8.15就 任

○

○

○

○

○

○

○

○

監事

理 事

理 事

理 事

理事

理事

理事

理事

小穴 源太郎

小田嶋 喜八

井上 正順

島田 静香

川田 璃々花

鈴木由希

小櫃 基

莫 邦富



書式第 9号 (法第 44条・51条■58条関係 )

帳 簿 組 織 の 状 況 第 3表付表 2

法人名 特定非営利活動法人東京都日本中国友好協会

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

現金出納帳 ノー ト手書き 毎 日 7年

総勘定元帳
会計王 15NPO使用

ノい一ズリーフ
月末 7年

仕訳日記帳

会計王 15NPO使用

)v*At*7
3ヶ 月に 1

回、月末

7年

入金伝票 単票形式 毎 日 7年

出金伝票 単票形式 毎 日 7年

振替伝票 単票形式 毎 日 7年

月 1回 7年給与台帳 エクセル使用の,同劇 ―フ

(記載要im
「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝漂し、l薔虚出納帳」、「総勘定元帳」などのように記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装T帳簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



書式第10号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チエック表  (第 4表 ) (初謗υ

法人名 特定非営利活動法人 東京都日本中国友好協会 チェック村田

′
′

4 事業活動に関して次に掲げる基準に適合していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行つていないこと

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益

当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役員の選任その他当法人の財
産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営利を目的とした事業を行う者、上記イの

活動を行う者又は特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対し寄附を行わないこと
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が80%以上であ

ること

二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以上を特定非営利活動の事業費に充てていること

を与えないこと、役員等又は役員等が支配する法人と

イ

項 目 ③ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請早寺

宗教の教義を広め、儀式を行い、及び信者を

教化育成する活動
有・CO 有

`口

: 有 ・ 無 有 ・ 無 有 毎 有 ・ 無 有 鉦

政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに

反対する活動
有 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 。無

特定の婦 の候補者若しくは公職にある者又

は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対

する活動

右 盆 i

'' V 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 4口[

ロ

項 目 ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申言部寺

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に

対する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対す

る報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役

員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与

の有無

有(墓) 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当

該資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と

認められる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する

法人と当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供

与の有無

有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

役員等に対し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事

業の運営に関して特別の利益の供与の有無
有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は

特定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の

有無

有 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無 有・無

(注意事二D
・ 「認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第関条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時においても記載

及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第 4表 (次葉)」 (ハ及び二)の記載及び添付の必要はありま

せん。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項につい

て、改めて記載する必要はありません。



法人名 特定非営利活動法人 東京都日本中国友好協会 チェック‖囀

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等 (個人の住所又は居

所に係る記載の部分を除いたもの )

口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類

ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載 した書類

へ 助成の実績を記載 した書類

次に掲げる書類について閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除きこ

れをその事務所において閲覧させることに同意する。

※閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付してください。

同 意

しない

イ

① 事業報告書等 (事 業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10

人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿

③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

※いずれも認定基準の対象となるのは、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項

・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者 との取引

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の規族又はこれら

の者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該法

人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万円以上であるものに限る。)の氏名並びにその寄

附金の額及び受領年月日

⑤ 役員等に対する報酬又は給与の状況

a 役員等に対する報酬又は給与の支給の状況 (bに係る部分を除く。)

b 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びにその実施日

助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写 し

書式第 13号 (法第 44条・51条・58条関係 )

認定基準等チェック表  (第 5表 )

(注意事項)

・認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び添

付する必要があります。

・認定の有効期間の更新の申請に当たっては、添付の必要はありません。

′
げ



書式第14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

法人名 特定非営利活動法人東京都日本中国友好協会

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表 (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

8 申請書を提出した日を含む事業年度の初日において、その設立の日以後1年を超える期間が経過し

ていること

チェック‖田

事業年度 月  日～  月  日 設立年月日 平成  年  月  日

(注意事Q
・ 法第55条第 1項に基づく書類 (役員輛酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表 )

は、記載する必要はありません。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第8表)の記載の必要はありません。また、法

第55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事項について、改めて記載する必要はありません。

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等を同法第

29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等の所轄庁への提出の有無

③ ⑤ ◎ ① ◎ ①

有 征
ヽ

有 鉦
ヽ

有 任
ヽ

有 征
朴

有 鉦
か

有 ・ 無

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利

益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

チェック欄

/

法令に違反する事実、偽りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実

その他公益に反する事実の有無

注・認定基準等チェック表 (第 7表)は、法第%条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及

び添付する必要があります。

④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申 請 時

有 有 鉦
小

有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 ・ 無 有 征
ハ



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 特定非営利活動法人 東京都日本中国友好協会 チェック欄

に I か 4

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわらず、次のいずれかの欠格事由に該当する法
人は認定、特例認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営利活動法人が特例認定を取り消され

た場合において、その取消しの原因となつた事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該特

例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの

口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなった日から5年を経過しな

い者
ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 204条等 い )若

しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことにより、

罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経:過 しない者
二 暴力団の構成員等 は2)

2 認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

3 定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

| 「

ヽ
| | に と ι

)。

5 国税に係る重加算税又1謝也方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 果力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

役員のうち、次のいずれ力ヽこ該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は特例認定特定非営禾1括倒法人が特例認定

を取り消された場合において.その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特

定非営利活動法人又は当該特例認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその

取消しの日から5年を経過しない者の有無

有

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しない者の有無
有

特定非営利活動促進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第 2∝ 条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

有

暴力団の構成員等の有無 有・(纂)

認定又は特例認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 は い ・

定款又は事業計画書の内容が法令等に違反している法人 Er,'.lI@>

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い ・

書類

添付

認定、特例認定又は認定の有効期間の更新の申請時に、上■41壺整コi壺望]豊EL墨」ヨ奎22≧笙2埜位生菫li」L整塵:延璧11[

」こ2」 並墾理墾 曇型 壷奎國 血型 撻 蟄 塑壁 を重壁上壺整処全l墾う塑 塁 墾 麺 団 立生 と_
(注 1)その他の事務所がある場合は、その他の事務所所在の滞納処分に係る#り編正明書も添イ十すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 は い ・

次のいずれかに該当する法人

暴力団 lll'<[v>
暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人 lll,"(1'[i}\
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